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第 1 回 

出席 
氏   名 所 属 ・ 職 位 

1 ○ 石川 和男 東京財団 上席研究員 

2 ○ 駒村 康平 【座長】慶應義塾大学経済学部 教授 

3 ○ 橋本 正明 社会福祉法人至誠学舎立川 常務理事 
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5 ○ 藤井 賢一郎 上智大学総合人間科学部 准教授 

6 ○ 豊後 晴一 広島県健康福祉局 地域ケア部長 

7 ○ 堀田 聰子 
独立行政法人労働政策研究・研修機構人材育成部門 

研究員 

8 ○ 町 亞聖 フリーアナウンサー 

9 ○ 松尾 睦 北海道大学大学院経済学研究科 教授 
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介護人材確保の推進に関する検討委員会 設置要綱 

 

 

１．趣旨および目的 

・市場メカニズムのうち「働く人による事業体の選択の促進」を目的とし

て、①経営（人材マネジメント）の視点、②働く者の視点、③制度（構

造）の視点のそれぞれを踏まえ、具体的にどのような政策・施策等が必

要かを論じる。 

・上記趣旨および目的に沿った検討を行うため、学識経験者、人材マネジ

メント会社、行政等の委員から成る「介護人材確保の推進に関する検討

委員会」を設置し、必要な検討を行う。 

 

２．委員 

   別紙のとおり 

 

３．検討事項 

  ・定着促進の取組に関する検討・整理 

  ・新規職員の確保に関する方策の検討・整理 

 

４．スケジュール 

  ・第 1 回：平成 25 年 8 月 9 日 

  ・第 2 回：平成 25 年 8 月 30 日 

  ・第 3 回：平成 25 年 9 月 10 日 

  ・第 4 回：平成 25 年 10 月 21 日 ※第 4 回までに中間的な整理を行う 

  ・第 5 回：平成 26 年 2 月（予定） 

※上記に加え、介護事業者等との意見交換の場として事業者懇談会（仮称）を、

平成 25 年 10 月頃に開催予定。 

 

５．議事 

   原則公開とする。 

 

６．その他 

本検討委員会は平成２５年度老人健康保健増進等事業の一環として実施

し、本検討委員会の事務局は採択者である（株）日本総合研究所が担う。 
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1 石川 和男 東京財団 上席研究員 

2 駒村 康平 【座長】慶應義塾大学経済学部 教授 

3 橋本 正明 社会福祉法人至誠学舎立川 常務理事 
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6 豊後 晴一 広島県健康福祉局 地域ケア部長 

7 堀田 聰子 
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研究員 
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9 松尾 睦 北海道大学大学院経済学研究科 教授 
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本調査研究事業の課題認識と目的および検討の進め方

資料４



• 介護保険制度は、事業体どうしの質的競争が行われることによって、質の高いサービスが効率的に提供され
ることを目指している。しかし、現状では、競争に基づくサービス提供の効率化や質の向上が必ずしも十分に
進んでいるとは言えない。

• 市場メカニズムが十分に機能していない主たる理由としては、以下の２点があると考えられる。
（１）ステークホルダー（利用者・家族、働く者、投資家、保険者）による事業体の選択が十分に機能していないこと、
（２）ステークホルダーの期待に応える経営を行うことに対する構造的なディスインセンティブの存在

（例：応える経営をすると報酬上損になる、人材育成に力を入れても数年で辞めてしまう等）

• 上記の理由のうち、利用者・家族や保険者による選択については、既にさまざまな取り組みが行われてきたと
ころである。しかし、これらの選択だけで質的競争が十分に行われていないとすれば、働く者による事業体の
選択を促進する視点が必要であると考えられる。

• なお、このような検討を行う上では、各事業体の経営（マネジメント）の質を向上させる視点から、ディスインセ
ンティブの存在とその解決方策についても検討する必要がある。
その際、介護サービスが働く人によって価値が創造されていることから、人材マネジメント＝「魅力ある職場づ
くり」に着目することが重要であると考えらえる。

○本調査研究事業の目的
本調査研究事業では、介護人材確保を図るため、市場メカニズムのうち「働く人による事業体の
選択の促進」を目的として、①経営（人材マネジメント）の視点、②働く者の視点、③制度（構造）の
視点のそれぞれを踏まえ、具体的にどのような政策・施策等が必要かを論じる。

※ ②働く者の視点は、あくまでも事業体の選択に着目することとし、人材養成（養成研修、資格等）のあり方については、本調査研究の対象外とする。

本事業における課題認識と目的

1



検討の進め方

2

（１）検討委員会における検討
• 上記目的に沿った検討を行うため、学識経験者、人材マネジメント会社、行政等の構成員から成る検討委員
会を５回程度開催する。各回の開催時期と検討内容（案）は以下の通り。

• なお、本検討委員会における検討そのものが、介護分野の魅力向上と社会的評価の改善にも資するよう、本
検討委員会は公開で開催する。

開催開催開催開催時期時期時期時期（（（（予定予定予定予定）））） 検討内容検討内容検討内容検討内容

第第第第1111回回回回

平成平成平成平成25252525年年年年8888月月月月9999日日日日((((金金金金))))10101010～～～～12121212時時時時

・本検討の背景と目的について

・魅力ある職場づくりに関する論点(案)について

第第第第2222回回回回

平成平成平成平成25252525年年年年8888月月月月30303030日日日日((((金金金金))))10101010～～～～12121212時時時時

・介護事業者ヒアリング（2事業者）※

・意見交換 ＊＊＊＊第第第第２２２２回目回目回目回目まででまででまででまでで論点整理論点整理論点整理論点整理をををを行行行行うううう

第第第第3333回回回回

平成平成平成平成25252525年年年年9999月月月月10101010日日日日((((火火火火))))10101010～～～～12121212時時時時

(介護事業者ヒアリング（3事業者）※)

・第２回目までの論点整理に基づく意見交換

事業者懇談会事業者懇談会事業者懇談会事業者懇談会

平成平成平成平成25252525年年年年10101010月月月月8888日日日日((((火火火火))))13131313～～～～15151515時時時時

・介護事業者、労働組合等の介護従事者からのヒアリング

・介護人材の処遇等に関する意見交換

第第第第4444回回回回

平成平成平成平成25252525年年年年10101010月月月月21212121日日日日((((月月月月))))16161616～～～～18181818時時時時

・これまでに出た意見の中間的な整理について

・WG等で詳細検討を要する論点について

第第第第5555回回回回

平成平成平成平成26262626年年年年2222月月月月 ※※※※日時未定日時未定日時未定日時未定

・詳細検討結果(WGでの検討結果)について

・とりまとめ(案)について

※ 具体的な検討に資するため、経営品質の観点に立ったマネジメントの取り組みやディスインセンティブの存在について介護事業者からの聞き取りを行う。

（２）詳細検討および必要な調査研究等の実施
• 第4回委員会までに行う中間的な整理の内容のうち、詳細検討を要する論点について、必要に応じてWGの設
置や調査研究等の実施により、より具体的な問題点の整理や解決方策の検証等を実施する。

• 詳細検討結果は第5回検討委員会（平成26年2月予定）に報告し、その結果を踏まえ、検討委員会における更
に具体的な検討の材料とする。



介護人材確保に関する現状と論点（案）

資料５



Ⅰ．介護人材確保に関する現状
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１．介護人材の状況 （１）従事者数の推移
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１．介護人材の状況 （２）労働力人口に占める介護人材の割合

3

• 労働力人口に占める介護人材の割合は、平成１２年の０．８％から平成２３年の２．１％へと高まっている。

• 労働力人口は平成１９年から平成３７年にかけて約５～1３％程度減少すると見込まれる一方、必要となる介護人材は倍増すると
推計されており、労働力人口に占める介護人材の割合は４％に達する可能性がある。

出典： 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成18(2006)年12月推計)」、雇用政策研究会「労働力人口の見通し(平成19年12月)」、社会保障国
民会議「医療・介護費用のシミュレーション」、総務省「労働力調査」、「人口推計」、厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」、「医療・介護に係る長期推計」、独

立行政法人労働政策研究・研修機構「2006年度労働力需給の推計」

注：平成23年までは実績値、平成27年、平成37年は推計値。推計値は、独立行政法人労働政策研究・研修機構「2006年度 労働力需給の推計」における推計値（平
成27年：6,237万人、平成37年：5,835万人）、厚生労働省「医療・介護に係る長期推計」における推計値（平成27年：167万人、平成37年：237万人）を利用。
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１．介護人材の状況 （３）介護人材の推移と見通し

出典：社会保険審議会介護保険部会（第45回）資料
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１．介護人材の状況 （３）介護人材の推移と見通し

出典：社会保険審議会介護保険部会（第45回）資料
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１．介護人材の状況 （４）介護人材の性別・年齢・就業形態等

出典：社会保険審議会介護保険部会（第45回）資料
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１．介護人材の状況 （５）介護人材の賃金（常勤労働者）

出典：社会保険審議会介護保険部会（第45回）資料
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２．介護分野におけるマッチングの状況 （１）有効求人倍率と失業率の動向

出典：社会保険審議会介護保険部会（第45回）資料
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２．介護分野におけるマッチングの状況 （２）都道府県別有効求人倍率(平成25年3月)

出典：社会保険審議会介護保険部会（第45回）資料



10

２．介護分野におけるマッチングの状況 （３）離職率・入職率の状況

出典：社会保険審議会介護保険部会（第45回）資料
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２．介護分野におけるマッチングの状況 （４）事業所ごとの離職率の状況

出典：社会保険審議会介護保険部会（第45回）資料



12

２．介護分野におけるマッチングの状況 （５）事業所規模別の離職率の状況

出典：社会保険審議会介護保険部会（第45回）資料
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２．介護分野におけるマッチングの状況
（６）直前の介護の仕事を辞めた(他の介護事業所へ転職した)理由

出典：社会保険審議会介護保険部会（第45回）資料
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２．介護分野におけるマッチングの状況 （７）潜在ホームヘルパー（経験者）の入職理由と就業意向

• 入職理由として「経営が健全であり、将来的に安定しているため」、「職員の人間関係が良さそうだったため」、「やりたい職種・
仕事内容であるため」といった理由を挙げた人の方が、就業意向が比較的高い。

• 一方、入職理由として「家族や先生などの勧めや紹介があったため」、「実習先だったため」といった理由を挙げた人では、他の
理由と比較して「就きたくない」の割合が大きくなっている。

図表 入職理由（最後に勤務した訪問介護事業所を選んだ理由）別の就業意向
（入職理由は複数回答）

注） 離職理由のN数は、潜在ホームヘルパー（経験者）1,179人のうち、当該離職理由を回答した人の数
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出典：日本総合研究所「平成22年度潜在ホームヘルパーの実態に関する調査研究」
（平成21年度老人保健健康増進等事業）
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２．介護分野におけるマッチングの状況 （８）潜在ホームヘルパー（経験者）の離職理由と就業意向

• 潜在ホームヘルパー（経験者）の離職理由は「仕事の内容が体力的・精神的に大変だったこと」「給与条件が悪かったこと」が
多い。
「出産・育児」「転居」「家族等の介護・看護」を理由に離職した人の方が、今後の就業意向は高い。

図表 離職理由別の就業意向 （離職理由は複数回答）

3.7

4.5

6.0

10.5

2.8

13.5

9.4

3.8

10.8

7.1

8.5

10.3

17.1

42.9

42.9

42.5

43.4

46.8

65.1

48.6

42.5

51.0

55.3

38.3

46.2

37.1

40.0

53.4

52.6

51.5

46.2

50.4

21.4

42.1

53.8

38.2

37.7

53.2

43.6

45.7

45.714.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

仕事の内容が体力的に大変だったため (N=324)

給与条件等が悪かったため (N=310)

仕事の内容が精神的に大変だったため (N=299)

責任が重すぎたため (N=143)

労働時間・休日等の労働条件が希望に合わなかったため

(N=141)

出産・育児のため (N=126)

職員間の人間関係がうまくいかなかったため (N=107)

介護・福祉職よりも他の職業にやりがいや魅力を感じたため

(N=106)

転居のため (N=102)

家族等の介護・看護のため (N=85)

派遣を依頼される件数が、希望する件数に満たなかったため

(N=47)

施設の介護職に移りたかったため (N=39)

法人の事業不振・人員整理等のため (N=35)

利用者やその家族との人間関係がうまくいかなかったため

(N=35)

すぐにでも就きたい いつか就きたい 就きたくない

注） 離職理由のN数は、潜在ホームヘルパー（経験者）1,179人のうち、当該離職理由を回答した人の数

出典：日本総合研究所「平成22年度潜在ホームヘルパーの実態に関する調査研究」
（平成21年度老人保健健康増進等事業）
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３．介護事業所の経営の状況 （１）従業者規模と雇用形態

• 訪問介護サービスを提供する法人の法人種別は、民間企業が最も多く63.3％となっている。

• １法人あたりの全従業者数で見ると、35.4％の法人が49人以下であり、1事業所あたりの介護サービス従事者数で見ると19人以
下の事業所が60.4％を占める。

• 雇用形態で見ると、訪問介護員は他の職種と比較して非正社員の割合が大きく、83.3％が非正社員である。

図表 サービスごとの法人種別

出典：(財)介護労働安定センター「平成２３年度介護労働実態調査」

図表 職種ごとの雇用形態

図表 サービスごとの１法人あたり全従業者数

図表 サービスごとの１事業所あたり介護サービス従事者数
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３．介護事業所の経営の状況 （２）収支及び人件費率

• 介護老人福祉施設、訪問介護事業所の費用における人件費（給与費）はそれぞれ57.5％、76.9％である。

出典：厚生労働省「平成２３年介護事業経営実態調査」
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３．介護事業所の経営の状況 （３）従事者の過不足感と採用方法

• 平成22年度から平成23年度にかけて介護サービス従事者全体の不足感は強まっており、「大いに不足」、「不足」、「やや不足」の
いずれかを回答した事業所の割合は、2.2ポイント増加している。

• ただし、訪問介護員は、他の職種と比べて不足感が大きく、「大いに不足」、「不足」、「やや不足」のいずれかを回答した事業所は
全体の64.3％である一方、「適当」と回答した事業所は全体の34.1％となっている。

図表 職種別に見た介護サービス従事者の過不足感図表 介護サービス従事者全体の過不足感

出典：(財)介護労働安定センター「平成２３年度介護労働実態調査」

出典：(財)介護労働安定センター「平成２３年度介護労働実態調査」
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３．介護事業所の経営の状況 （４）従事者の処遇

• 賃金支払形態について見ると、訪問介護員は時間給の割合が高く、介護職員は月給の割合が高い。

• 実賃金の平均額について見ると、全体では一月あたり177,773円である。

図表 介護サービス従事者の賃金支払形態 図表 介護サービス従事者の実賃金（平均）

出典：(財)介護労働安定センター「平成２３年度介護労働実態調査」

出典：(財)介護労働安定センター「平成２３年度介護労働実態調査」
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４．魅力ある職場づくりの工夫の例
（１）職場の取組み状況と働く上での悩み、不安、不満の解消 「役立つと思う」 取組み

• 従業員から見て「役立つと思う」取組みとして、「研修」や「健康診断」、「事故等への対応体制づくり」が上位に挙がっている。

出典：(財)介護労働安定センター「平成２３年度介護労働実態調査」
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４．魅力ある職場づくりの工夫の例 （２）離職防止の取組みに対する重要度と達成度

出典：日本介護経営学会「准市場としての介護保険制度における経営状況並びにマネジメントからみた介護サービスの質の向上等に関する調査研究事業報告書」（平成23年度老人保健健康増進等事業）
を基に日本総研作成

注：2011年12月末時点でWAMネットに登録している介護保険施設のうち1,000件を無作為抽出して実施したもの。回収率18.5％。

• 「介護職員の離職防止策」として介護保険施設管理者（施設長）が「重要」と考えるものは、「介護職間の関係が良好であること」
（4.7ポイント）、「介護職と利用者との関係が良好であること」（4.6ポイント）である。

• 介護保険施設管理者（施設長）が「重要」と考えるもののうち、「達成」状況が低い（重要度平均値－達成度平均値が大きい）のは
「管理職研修によりリーダーシップを備えた中間管理職を育成すること」（1.1ポイント）、「介護職間の関係が良好であること」（1.0
ポイント）である。

平均値 最頻値 標準偏差 平均値 最頻値 標準偏差

1 給料が他社に比べると高いこと 4.1 4.0 0.7 3.3 4.0 0.8 0.8

2 介護福祉士や社会福祉士等の資格手当制度があること 4.1 4.0 0.7 3.6 4.0 1.1 0.5

3 残業が少なく、労働時間が短いこと 3.8 4.0 0.9 3.5 4.0 0.9 0.3

4 夜勤回数が少ないこと 3.5 3.0 0.8 3.2 3.0 0.7 0.3

5 妊娠中には夜勤に入らないで済むような体制が整っていること 4.5 5.0 0.7 4.2 5.0 0.9 0.3

6 妊娠中には入浴介助などの介護業務から外すこと 4.4 5.0 0.7 4.2 5.0 0.9 0.2

7 産前産後の休暇を取りやすい仕組みを作っていること 4.2 4.0 0.8 4.0 5.0 0.9 0.2

8 産前産後の休暇を取りやすい仕組みを作っていること 4.2 4.0 0.8 4.0 5.0 0.9 0.2

9 介護福祉士取得のために支援体制を整えていること 4.0 4.0 0.9 3.6 4.0 1.0 0.4

10 管理職が経営理念や方針を常に職員に伝えていること 4.4 5.0 0.7 3.8 4.0 0.8 0.6

11 管理職研修によりリーダーシップを備えた中間管理職を育成すること 4.5 5.0 0.7 3.4 4.0 1.0 1.1

12 管理職がこまめに介護職員にねぎらいの言葉をかけていること 4.3 5.0 0.7 3.6 4.0 0.9 0.7

13 利用者のケア方針を検討する会議を定期的に行っていること 4.4 5.0 0.8 4.1 4.0 0.8 0.3

14 新人職員の研修体制を整えていること 4.5 5.0 0.7 3.8 4.0 1.0 0.7

15 介護職と利用者との関係が良好であること 4.6 5.0 0.6 3.9 4.0 0.7 0.7

16 介護職間の関係が良好であること 4.7 5.0 0.5 3.7 4.0 0.8 1.0

17 管理職と介護職の関係が良好であること 4.4 5.0 0.7 3.6 4.0 0.8 0.8

18 利用者の要介護状態が軽いこと 2.6 3.0 0.9 2.7 3.0 0.8 -0.1

19 医療的ケアの必要なケースで介護職と看護職との連携が取れていること 4.5 5.0 0.6 3.6 4.0 1.0 0.9

20 忙しい時には職種を超えて介護職のサポートに入れる体制があること 4.2 4.0 0.8 3.5 4.0 1.0 0.7

重要度 達成度

質問項目

重要度平均値

－達成度平均

値

図表 介護保険施設管理者が考える、介護職員の離職防止策の重要度および達成度
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４．魅力ある職場づくりの工夫の例 （３）人材定着の取組みに対する実施状況と従業員満足度

出典：日本介護経営学会「准市場としての介護保険制度における経営状況並びにマネジメントからみた介護サービスの質の向上等に関する調査研究事業報告書」（平成23年度老人保健健康増進等事業）
を基に日本総研作成

注：WAMネットに登録している訪問介護事業者のうち、関東の一都六県678か所に郵送して実施したもの。経営者の回収率28％、常勤・訪問介護員の回収率28％、非常勤・訪問介護員の回収率25％。

• 訪問介護事業における人的資源管理の取組として、経営者が力を入れているものの職員の満足度が低いのは、衛生要因では
「会社の方針と管理体制」、「職員の生活」、「職員の保障」、動機づけ要因では「職員が成長する取り組みをつくること」である。

図表 訪問介護事業における人材定着の取組みに対する実施状況と従業員の満足度

（衛生要因） （動機づけ要因）
（件）

（件）
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４．魅力ある職場づくりの工夫の例 （４）人材採用・育成・定着の取組みの例

具体例

人材採用 ・求人に際して求人票に加え、スタッフ作成のパンフレットやDVDを同封

・HPやテレビCMの実施

・会社説明会の開催、大手就職活動ポータルサイトへの掲載

・事前の実習期間（1か月）に社内で実施する2級ヘルパー養成講座を活用

・潜在能力の高い未経験者を対象に採用活動を行い、会社負担で資格取得・スキル向上を支援 など

人材育成 ・新卒採用を幹部候補生として育成、早期に事業所長の経験を付与

・OJTを基本とした社員教育を実施（評価項目やキャリアパスの明示化）

・事業所内のコミュニケーションの充実（朝の3分スピーチの実施、社長による社員対象の勉強会） など

人材定着 ・非常勤職員の時給の見直し

・勤続実績に基づく評価・昇給の仕組みの構築

・立ち寄りやすいステーションづくりなど登録ヘルパーのきめ細かなフォロー体制構築

・両立支援制度や短時間勤務制度など、WLBに配慮した就労の仕組みの構築 など

• 新規に人材を獲得する際には、他所との差別化を図れるような媒体の活用や積極的な情報公開などが有効な工夫とされている。

• 人材育成、定着に関しては、職員の働きがい及び働きやすさを重視した職場環境や制度の構築が実施されている。

出典：社会福祉法人 全国社会福祉協議会 中央福祉人材センター「介護職員の定着支援 実践事例集」（平成22年3月）、全国社会福祉法人経営者協議会「経営実践事例集」、株式会社浜銀
総合研究所「在宅介護サービス事業者における優れた経営マネジメントの構築プロセスに関する調査研究事業」（平成22年度老人保健健康増進等事業）を基に日本総研作成
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出典：経済産業省シンポジウム「成長分野を拓く人材のキャリアチェンジと多様な人材の活躍による事業展開の新たな可能性」（平成25年3月）参考資料、社会福祉法人 全国社会

福祉協議会 中央福祉人材センター「介護職員の定着支援 実践事例集」（平成22年3月）、全国社会福祉法人経営者協議会「経営実践事例集」を基に日本総研作成

●取組み概要

・平成19年の中堅職員の大量退職を機に、「人材確保のための環境
整備に関するアンケート」を実施。その結果、労働条件への強い不

満を抱いていること、特に子育て支援について時間単位での有給
取得などの現実的な支援策を希望していることが明らかとなった。

・そこで、次世代育成支援対策推進法に基づき、「一般事業主行動

計画」を策定。その際、育児や家族介護を行っている職員等から成

る「両立支援委員会」を設け、職員の声を反映した両立支援制度
を作り上げた。

・資金については、平成２１年度に介護報酬の改定で得られた増収、

及び（財）２１世紀職業財団の「両立支援レベルアップ助成金制度」
の活用で確保した。

●具体的取組み（両立支援制度両立支援制度両立支援制度両立支援制度）

・年次有給休暇：時間単位での取得可

・スクールイベント休暇：子どもの行事参加のための有休を優先取得。
勤続１年以上の親・祖父母対象

・再雇用制度：妊娠・出産・育児・介護による退職者を、退職時と同
条件で再雇用

・リフレッシュ休暇・手当：勤続３年、５年、10年、以降５年ごとに手当
と有休を与える

・育児休業・育児短時間：満３歳に達する日まで など

・ニューパパサポート休暇：妻が出産した職員対象（満３歳に達する
月まで）

法人設立年 昭和56年

運営サービス種別 特別養護老人ホーム、短期入所など

施設・事業所数 3

職員数 正規職員／60名、非正規職員／9名

●取組み概要

・訪問介護員一人ひとりの利用者に向けた着実な行動を支える「モチ

ベーションを高める経営」を目指すことと同時に、介護人材が自分自

身のキャリア形成を考えていける環境を構築することを、経営者の責
務とし、総合的な人材マネジメント戦略を構築している。

・人材マネジメントに関する施策としては下記の4点。
「①目標管理にもとづく戦略貢献の評価による目標達成の支援の

仕組み作り、セルフマネジメント能力の向上を進める。」

「②エンプロイアビリティ―（人材価値）の向上をねらいとした人事

ローテーションや選抜教育制度に基づくリーダー人材の育成」

「③納得性の高い評価・処遇制度への改善とフィードバックによる従

業員支援」

「④キャリア開発支援の制度の開発と社内管理者のコーチング・、メ

ンタリング能力の開発、タイムマネジメント教育体制の向上による就
労環境の向上」

●具体的取組み（総合的総合的総合的総合的ななななHRMによるによるによるによる人材獲得人材獲得人材獲得人材獲得・・・・育成育成育成育成）

・職務役割基準に基づく評価を月例給へ、目標管理制度に基づく評
価を賞与へそれぞれ反映する、納得性の高い評価処遇制度を構築。

・各部門間のローテーションを行いながらキャリアアップを進める社内

人材育成システムを構築。目標設定と課題のフィードバックを行うこ
とで、主体性の高いOJTとOff-JTの実施を支援し、各人のスキル
アップとリーダー育成を図る。

・職務役割基準の明確化や、キャリアビジョンシートによる本人希望と

会社期待の擦りあわせによって、中長期視点での人材採用や育成
に成功。介護福祉経験者に依存することなく、毎年50名の新卒、
120～150名の中途採用を実現している。

法人設立年 平成5年

運営サービス種別 居宅介護支援、訪問介護など

施設・事業所数 ー

職員数 約4,900名（うち非常勤4,000名）

社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人津山福祉会津山福祉会津山福祉会津山福祉会（（（（岡山県岡山県岡山県岡山県））））株式会社株式会社株式会社株式会社やさしいやさしいやさしいやさしい手手手手（（（（東京都東京都東京都東京都））））
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出典：社会福祉法人 全国社会福祉協議会 中央福祉人材センター「介護職員の定着支援 実践事例集」（平成22年3月）、全国社会福祉法人経営者協議会「経営実践事例集」、株式会社浜銀

総合研究所「在宅介護サービス事業者における優れた経営マネジメントの構築プロセスに関する調査研究事業」（平成22年度老人保健健康増進等事業）を基に日本総研作成

●取組み概要

・昭和52年の特養開設をきっかけに毎年大勢の
新人職員を採用することになり、人材の質を一

定の水準に保つため、「新任職員研修」と
「チューター制度」を組み合わせた教育を導入。

・当法人の「介護のスタンダード」といえる「指導

指針」（心構えや介護技術など最低限身に付
けるべき項目、500項目以上）に基づいて、目
標の設定、及び職場全体での教育を実施。

・後輩に教える立場になることで振り返りを行い、
チューターである若手職員の育成にもつながる。

●具体的取組み（チューターチューターチューターチューター制度制度制度制度）

・採用後1年間、マンツーマンで入職2～3年目
の若手職員がつき、OJTと面談（3回）、研修
ノートでのやり取りを組み合わせて指導する。

・チューターの負担軽減のため、業務時間内に

はこなせない面談などを残業扱いにするなどの
工夫を実施。

法人設立年 昭和27年

運営サービス種別 特別養護老人ホーム、
軽費老人ホームなど

施設・事業所数 30

職員数 正規職員／202名
非正規職員／435名

●取組み概要

・平成18年に法人本部の事務局機能を独立さ
せ、人事や教育、会計などを法人として一本

化。法人全体としての理念を体現しやすくなり、

特に「マンパワーのプール」によって人材の適
性配置が可能となった。

・必要に応じた人員配置により、仕事の効率性
や働きやすさが向上。平成20年時点で正規職
員の離職率は1％、非正規職員をあわせても
9％と極めて低い数値となった。

・職員の資格取得支援のため、法人内で養成研

修を実施。職員に加え、求職者も対象に行うこ
とで、優秀な人材の採用にもつながっている。

●具体的取組み（未経験者未経験者未経験者未経験者のののの採用採用採用採用・・・・育成育成育成育成）

・夜間と土・日に実施する「訪問介護員２級養成

講座」：地域住民や無資格の職員が参加。介

護業界を目指す人材を広く支援することで、法
人のブランドイメージも向上。

・教育研修室を新設し、研修マネジメントを専任

担当者が実施。講師は自法人の職員のほか、
連携する法人からも派遣してもらう。

法人設立年 昭和54年

運営サービス種別 特別養護老人ホーム、
短期入所など

施設・事業所数 36

職員数 正規職員／２７１名
非正規職員／１５２名

社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人至誠学舎立川至誠至誠学舎立川至誠至誠学舎立川至誠至誠学舎立川至誠

ホームホームホームホーム（（（（東京都東京都東京都東京都））））

社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人つばめつばめつばめつばめ福祉会福祉会福祉会福祉会（（（（新潟県新潟県新潟県新潟県））））

●取組み概要

・「日本の介護業界の変革と創造」を掲げ中小

企業家同友会に属する代表が、徹底した利

用者ニーズの追求を実施。ガラス張りのリハビ

リ室や統一感あるインテリアなど、介護施設の
イメージを覆すハード・ソフトを構築する。

・イニシャルコストをかけても高付加価値のサー

ビス提供を優先し、利用者の満足度を高める
ことで稼働率を高め収益を確保している。

●具体的取組み（多様多様多様多様ななななPR媒体媒体媒体媒体とととと柔軟柔軟柔軟柔軟なななな組組組組
織風土構築織風土構築織風土構築織風土構築）

・求人に際しては求人票に加え、施設紹介のパ
ンフレットとDVDを同封。また上場企業並みの
ホームページやテレビCMも作成し、“楽しそう、
面白そうなイメージ”を前面にPRし人材獲得
に努めている。

・多様なサービスを提供したいという職員の要

望を基にデイサービスやグループホームへの

事業展開を実現させていくなど、職員の声を

重視し経営に反映。結果、職員の意欲も高ま
り、質の高いサービス提供につながっている。

法人設立年 平成2年

運営サービス種別 通所介護、居宅介護支援など

施設・事業所数 15

職員数 220名（非常勤含む）

株式会社株式会社株式会社株式会社アール・ケアアール・ケアアール・ケアアール・ケア（（（（岡山県岡山県岡山県岡山県））））
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５．都道府県の取組みの例 （１）広島県における介護人材確保・定着に向けた取組

出典：社会保険審議会介護保険部会（第45回）資料
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５．都道府県の取組みの例 （２）京都府における介護人材確保・定着に向けた取組

出典：社会保険審議会介護保険部会（第45回）資料
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６．介護職員の処遇改善等に関する現行制度

出典：社会保険審議会介護保険部会（第45回）資料



Ⅱ．基本的な考え方と論点（案）



１．基本的な考え方

○ 介護職員について社会保障・税一体改革では、今後サービス量の増加に伴い、149
万人から2025年には237～249万人まで増加させることを前提として推計されており、
介護人材の確保に努めることが必要である。

○ しかしながら、職員の離職率が他の産業に比べて高い、平均賃金が他の職種に比
べて低い等の問題が指摘されており、職場環境の改善、キャリアパスの構築、処遇改
善等が求められている。

○ この中では、まず、事業主が職場環境の改善等の定着促進の取組や新規職員の確
保に関する取組を積極的に推進することが必要ではないか。

また、事業主が取組を進めるためには、具体的には、以下の論点についてあらかじ
め整理しておくことが必要ではないか。
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２．論点（案）

（１）職場環境の改善等の定着促進の取組に関する論点（案）

• 職員が意欲高く働き続けるために、どのような魅力ある職場づくりが期待されるか

• 魅力ある職場づくりを実現し、職員の定着を促進するためにどのような経営（人材マネ
ジメント）の工夫が必要か
（職場環境、キャリア設計、研修や相談の体制、褒賞・顕彰、処遇等）

• 事業者が上記のような経営の工夫を推進するために、行政や団体等によるどのような
支援が必要か

• 現行制度において、上記の工夫に取り組むことに対するディスインセンティブは無いか

（２）新規職員の確保に関する論点（案）

• 魅力ある職場を選んでもらうために、求職者にどのような情報提供を行い、どのような
機会(職場見学等)を与えることが望まれるか。またこれらの情報等はどのような手段
で伝達されることが望まれるか
(学生等新卒者への働きかけ、潜在的に介護職へ就く可能性がある層への働きかけ)

• 求職者の魅力ある職場の選択が妨げられているとすればその要因は何か、またそれ
を解決するにはどのような工夫が必要か

• 上記のような工夫を推進するために、国・自治体・団体・事業者等のそれぞれの役割
分担をどのようにすべきか
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２．論点（案）

• 事業主の取組については、事業主団体の支援が必要なことに加えて、地方公共団体
が積極的な支援を行う必要があるのではないか。特に都道府県は広域的な観点から
事業主に積極的に働きかけるなどして取組を進めるべきではないか。
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(参考) 事業主の取組として考えられる例
・ 法人・事業所との目標設定・評価とそれに基づく個人の目標設定・評価
・ 入職時における法人の理念の共有等のための研修など積極的な職場内研修の実施
・ 外部で実施される研修への積極的な参加の推奨など受講支援
・ 第三者評価制度の積極的活用やＩＳＯの導入など外部機関の評価の積極的な活用
・ 新人職員１人１人に対して先輩職員を教育係とする(エルダ—制度、チューター制度等)など社内教育制度の充実
・ 職員がケアや職場環境等を議論できるよう法人・事業所内に課題毎の委員会の立ち上げ
・ ボランティアを積極的に受けいれる等地域に開かれた施設・事業所とすること
・ キャリアパスを構築しやすくするため事業の大規模化や地域の法人が共同で事業を行うこと
・ 介護機器や福祉用具の積極的な活用
・ 法人・施設のホームページの作成
・ 新規学卒者向けの専用パンフレットの作成
・ 職員による地域の高校での出前講義の実施

(参考) 地方自治体の取組として考えられる例
・ 都道府県が介護人材の需給推計を行うなど介護人材に係る基礎的なデータの整備
・ 研修等を通じた地域の介護人材のネットワークの構築の推進
・ 関係機関・関係団体が集まった情報交換・意見交換の場の設定
・ 法人・事業所へのキャリアパスの導入支援
・ 介護職のイメージアップ向上等のための小・中・高・大への積極的な働きかけ
・ 主婦など潜在的に介護職に就く可能性がある層への積極的な働きかけ
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